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伊佐市農業委員会 8回総会議事録 

 

１．開催日時  平成 28年 10月 28日（金）午前 8時 59分から 10時 51分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （32人） 

    会  長        15番委員 

  委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

1 番委員 9 番委員 1 番推進委員 10 番推進委員

2 番委員 10 番委員 2 番推進委員 11 番推進委員

3 番委員 11 番委員 3 番推進委員 12 番推進委員

4 番委員 12 番委員 4 番推進委員 13 番推進委員

5 番委員 13 番委員 5 番推進委員 14 番推進委員

7 番委員 14 番委員 6 番推進委員 15 番推進委員

8 番委員 7 番推進委員 17 番推進委員

8 番推進委員 18 番推進委員

9 番推進委員 19 番推進委員

     

４．欠席委員  （3人） 

      

５．議事日程 

  第１ 会議録署名委員の指名  1番委員    2番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定について 

議案第３号「農地転用事業計画変更申請」に係る決定について 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見聴取決定並

びに許可について 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決定並

びに許可について 

議案第６号「非農地証明願」について 

 

６．農業委員会事務局職員 

     事 務 局 長     農地振興係長    

農地振興係書記    農地振興係書記   
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【開始時間  午前８時５９分】 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

おはようございます。只今より、平成２８年度 第８回農業委員会総会

を開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

 

皆様おはようございます。 

稲刈りはお済みでしょうか。今が一番忙しい時期ですので体に十分気

を付けて下さい。 

 

本日は６番農業委員が欠席です。出席人数は１４人で、規定に達して

おりますので、総会は成立いたします。 

本日の議事録署名委員を指名いたします。 

１番農業委員と２番農業委員にお願いをいたします。 

ただいまから総会を始めます。 

  

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告第１号 農地法第１８条第６項

の規定よる通知をお願いいたします。 

 

報告 農地法第１８条第６項の規定による通知につきましてご報告い

たします。 

資料の１ページをお開きください。 

農業経営基盤強化促進法による利用権設定の合意解約が８件ありま

したのでご報告いたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いい

たします。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、報告第２号 農地の利用目的変更について、

お願いいたします。 

 

３ページをお開きください。 

報告第２号 農地利用目的変更届につきまして、去る１４日に事務局で

現地調査を行いましたので、ご報告いたします。 

整理番号１番の申請者は伊佐市菱刈下手に居住されておりますＹＳさ
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

ん、８２歳、自治会は下手浜場であります。 

申請地は伊佐市菱刈下手字江川尻１１０８番２の地目は畑ですが、現

況は田、地積は１，８７５㎡で、申請地の所在地は、下手下自治会館か

ら南に約１６０ｍに位置し、現在、水稲耕作がなされております。 

当該申請は、田から畑への目的変更でありますが、現況が田である為

申請されたものです。申請地は道路及び河川に囲まれた高い位置にあり、

水もかかりにくく、かつ高齢に伴い今後、田としての管理が困難な為、

盛り土を入れ、野菜等を作付けしていきたいとの事でした。 

以上のことから、今後田としての管理は難しく、遊休農地対策及び農

地の有効利用といたしましても、本届け出は適切であると思われますこ

とをご報告いたします。以上、報告を終わります。 

 

報告が終わりました。 質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、ただいまから議案の審議にはいります。 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決

定について議題といたします。  

事務局の報告を求めます。 

 

 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決

定のうち利用権設定につきましてご説明いたします。２０ページの総括

表をお開き下さい。期間は２年から１０年で、面積は田２１５，６７１

㎡、畑６１，２９６㎡、合計２７６，９６７㎡です。利用権の設定をす

る者の数７０人、設定を受ける者の数４３人です。土地の明細につきま

しては４ページから１９ページの整理番号１番から７７番の通りです。

皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。 

 

只今、事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということですので、お諮りいたします。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

７ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

議案第 1号、事務局の報告のとおり決定することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る

意見について、決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定につい

て提案いたします。 

整理番号１番について担当推進委員の調査報告を求めます。 

７番推進委員。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち

整理番号１番について、去る１０月２２日に申請人・ＹＴさん立会いの

もと、現地調査を行いましたので７番推進委員が報告をいたします。 

 申請人・譲受人のＹＴさんは伊佐市菱刈荒田に居住され、自治会は青

木元で年齢は６９歳です。譲渡人のＫＭさんは伊佐市菱刈荒田に居住さ

れ、自治会は青木元で年齢は６４歳です。 

申請地は伊佐市菱刈荒田字青木元２７３６番１、地目は田、地積は３，

０６５㎡、所有権移転売買です。 

受人の経営面積は８，６６０㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約１００ｍ、１分～２分で、よく管理された農

地です。経営意欲はあり農機具等も完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付してあります。委員の皆様方のご審議方をよろし

くお願いしまして私の報告を終わります。 

 

７番推進委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質

問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 
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議 長 

 

 

６ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

整理番号１番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号２番について、担当推進委員の調査報告を求めます。 

６番推進委員。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち

整理番号２番について、１０月２４日、受人のＮＨさん立会いのもと、

調査しましたので６番推進委員が報告いたします。 

申請人のＮＨさん４９歳は、伊佐市大口篠原に居住され、自治会は篠

原です。経営面積は１０１，５０１㎡を耕作され、耕作意欲はあり、相

手方の要望で規模拡大されます。また、渡し人のＦＴさんは横浜市南区

六ツ川に居住されています。 

申請地は伊佐市大口篠原字松ケ迫上 1８３５番、田１，０４６㎡、外

５筆の計５，２９５㎡と畑５７１㎡、合計５，８６６㎡の所有権移転売

買です。 

農機具等は全て自己所有されており、農地法第３条の取得適格者   

であると同時に農地の取得につきましても、問題はないと判断いたしま

したので、本日許可してくださるようお願い申しあげまして、報告を終

わります。ご審議方よろしくお願いします。 

 

６番推進委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質

問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 
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議 長 

 

 

１ ５ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

よって整理番号２番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号３番について、担当推進委員の調査報告を求めます。 

１５番推進委員。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち

整理番号３番につきまして、去る１０月２３日に現地調査を行いました

ので私１５番推進委員が報告をいたします。 

 申請人で受人のＨＦさんは伊佐市大口牛尾に居住され、自治会は鉱業

所で年齢は７８歳です。譲渡し人のＫＴさんは伊佐市大口牛尾に居住さ

れ、自治会は白ヶ谷で年齢は８３歳です。 

申請地は伊佐市大口牛尾字諏訪脇１６６８番、地目は田、地積は８９

１㎡、外１筆、地積合計は１，８９５㎡となります。 

申請地は、申請人の居宅より南西へ約５００ｍに位置し、現況は田で

す。申請理由は、現在の耕作者のＫさんが高齢に伴い農業廃止される事

で、相手方の要望による所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は２１１，０９７㎡で取得可能面積です。また、申請

人におきましては、現在息子さんも経営に参加されており、規模拡大で、

経営意欲もあり、農機具等も完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書等、必要法的書類が全て添付されております。委員の皆様方のご

審議方をよろしくお願いいたします。私の報告を終わります。 

 

１５番推進委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・

質問はございませんか。 

  

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

  

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

  

全員挙手。 

よって整理番号３番は、許可が決定いたしました。 
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議 長 

 

 

２ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

整理番号４番について、担当推進委員の調査報告を求めます。 

２番推進委員。 

  

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち

整理番号４番につきまして、去る１０月２４日に現地調査を行いました

ので２番推進委員が報告をいたします。 

受人・ＩＫさんは伊佐市大口田代に居住され、自治会は辺母木、年齢

は５２歳です。渡し人・ＴＨさんは伊佐市大口田代に居住され、自治会

は田代、年齢は７９歳です。 

申請地は伊佐市大口田代字中丸２０７２番、地目は田、地積は１,５７

８㎡で、所有権移転売買であります。 

受人の経営面積は４６，４３９㎡で取得可能面積であります。申請地

の所在地は、ＩＫさん宅から南西の方向に７～８分くらいのところに位

置し、北側は道路で、後は山林に囲まれております。現況は受人のＩＫ

さんが飼料作物のイタリアンを植えられて管理されているようです。農

業従事者は２名で、経営意欲はあり、農機具等は完備されております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、位置図、委任状が添付されております。委員の皆様方のご審議

方をよろしくお願いいたします。 

 

２番推進委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質

問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号５番について、担当推進委員の調査報告を求めます。 

１９番推進委員。 
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１ ９ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

９ 番 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち

整理番号５番について、去る１０月２１日に申請人・ＫＭさんの立合い

のもと、現地調査を行いましたので１９番推進委員が報告いたします。 

申請人・ＫＭさんは伊佐市菱刈川北に居住され、自治会は川北麓中、

年齢は５８歳です。渡し人・ＫＭさんは鹿児島市南新町に居住され、年

齢は７８歳です。 

申請地は伊佐市菱刈川北字馬場２１１１番２、地目は畑、地積は７９

３㎡で規模拡大の所有権移転売買であります。 

申請地の所在地は、湯之尾神社より市道を挟んで南側に２０ｍの位置

にあります。 

受人の経営面積は３，５７１㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、現地は自宅の横で耕作はしていませんが、耕作をすればす

ぐに畑地になる現況であります。本人の話では、許可が決定し渡し人と

契約後、自宅の裏に耕作の為の進入路を設置し耕運をするとのことでし

た。耕作意欲はあり、トラクター等の農機具は完備されております。  

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項

証明書、字図等が添付されております。委員の皆様方のご審議方をよろ

しくお願いいたしまして報告を終わります。 

 

１９番推進委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・

質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は許可が決定いたしました。 

 

整理番号６番について、担当推進委員の調査報告を求めます。 

９番推進委員。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち
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推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１ ３ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

整理番号６番について、１０月２６日に現地調査を行いましたので９番

推進委員が報告いたします。 

申請人・ＡＳさんは伊佐市大口平出水に居住され、自治会は平出水中

央で、年齢は６２歳です。渡し人・ＳＳさんは伊佐市大口平出水に居住

され、自治会は平出水中央で、年齢は８４歳です。 

申請地は、伊佐市大口平出水字千里原１０７８番１、外３筆、地目は

畑、地積は４筆合計４，０８４㎡、所有権移転贈与であります。 

受人の経営面積は５，７８２㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は１名です。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。委員の皆様方のご審議を

よろしくお願いします。終わります。 

 

９番推進委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質

問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号６番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号６番は、許可が決定いたしました。 

 

整理番号７番について、担当推進委員の調査報告を求めます。 

１３番推進委員。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定のうち

整理番号７番について、去る１０月２２日、譲受人のＩＦさん立会いの

もと、現地調査を行いましたので１３番推進委員が報告いたします。 

申請人で受人のＩＦさんは伊佐市大口里に居住され、自治会は元町実

業で、年齢は６４歳です。譲渡し人のＳＫさんは東京都新宿区大久保に

居住され、年齢は６７歳です。 

申請地は伊佐市大口原田字先陣２２９９番、地目は田、地積は５４４

㎡、所有権移転売買であります。 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

申請地の所在地は、ルミエール南側約３００ｍ、申請人のＩさんが２

０年前くらいから耕作・管理されています。隣にはＩさんの牛舎もあり

ます。 

受人の耕作面積は４５，９８９㎡で取得可能面積であります。また、

経営意欲はあり、農機具等も揃っております。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付資料として全部事項

証明書、委任状等が添付されています。委員の皆様方のご審議をよろし

くお願いしまして、私の報告を終わります。 

 

１３番推進委員の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・

質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号７番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、許可が決定いたしました。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る決定につい

て、申請件数７件について、７件の許可が決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

議案第３号 「農地転用事業計画変更」に係る決定について提案いたし

ます。 

整理番号１番・２番について事務局の調査報告を求めます。 

 

２３ページをお開きください。 

議案第３号 「農地転用事業計画変更」に係る決定についてのうち番号

１番・２番につきまして、事務局よりご説明いたします。 

まず、番号１番につきましては、平成２６年９月２６日に農地法第５

条許可を太陽光発電施設として受けましたが、その後、計画通りの資金
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

が確保出来ず、太陽光発電施設の規模縮小の事業計画変更であります。 

中身につきましては、右側の理由に示してある通りですが、詳細を説

明致します。 

従前地の１３６１番５、１，２５４㎡として平成２６年９月２６日に

許可したものですが、予算の関係で計画当初の規模通りつくれないとい

う事で、１３６１番５を１３６１番５、９４８㎡と１３６１番７、３２

４㎡に分筆し、太陽光発電施設を３２４㎡の方につくったということで

あります。残りの１３６１番５、９４８㎡につきましては、まだ農地の

ままでありますので、後日、取消し申請を行う予定であります。 

次に、番号２番につきましては、平成２８年８月５日、農地法第５条

許可・太陽光発電施設ですが、工事前に申請地が１筆漏れていた為によ

る事業計画変更申請になります。なお、内容につきましては後ほど、議

案第５号 番号４番により説明がありますので、申し添えます。 

以上、説明を終わります。ご審議方よろしくお願いします。 

 

事務局の調査報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番・２番について、許可することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番・２番は、許可が決定いたしました。 

 

議案第３号 「農地転用事業計画変更」に係る決定について、許可申請

に係る意見決定並びに許可決定について、申請件数２件について、意見

の決定２件が決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可について。 

整理番号１番について担当推進委員の報告を求めます。 
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１ ４ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１４番推進委員。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可についてのうち整理番号１番について、去る１０月２５日、

１０番推進委員と私１４番推進委員で申請人・ＫＴ氏立会いのもと、共

同調査を行いましたので１４番推進委員が報告いたします。 

申請人・ＫＴさんは、伊佐市菱刈南浦に居住し、農業をされておりま

す。年齢は６２歳、自治会は楠原下であります。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字山ノ口１８２４番で、地目は田、地積が

２，２２４㎡であります。農地区分は第２種農地・その他農地となって

おり、転用目的は植林であります。 

申請地の所在地は、楠原公民館から東へ３００ｍくらいに位置してお

り、南側は山林、東側は山林、北側は田、西側は山林であり、周囲に与

える影響はないと思われます。現況は平成２２年より山林として利用さ

れております。 

添付書類といたしまして、現在利用状況が違っているため始末書、被

害防除計画書及び誓約書、汚排水処理確約書が添付されております。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

１４番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、意見聴取決定並びに許可について賛成の農業

委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、意見聴取決定並びに許可が決定いたしました。 

 

整理番号２番について担当推進委員の報告を求めます。 

５番推進委員。 
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５ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

７ 番 

推 進 委 員 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可についてのうち整理番号２番について、去る１０月２５日

に１４番農業委員と１９番推進委員と私５番推進委員３名で共同調査を

行いましたので５番推進委員が報告いたします。 

申請人・ＳＴさんは伊佐市菱刈川南に居住し、建設業を運営されてお

ります。年齢は６７歳、自治会は町船津田下であります。 

申請地は、伊佐市菱刈川南字十二和石１７８５番１、地目は田、地積

は１，４２０㎡であります。農地区分は第２種農地となっており、転用

目的は資材置場であります。 

申請地の所在地は、菱刈中学校より南に約３㎞に位置しており、南側

は荒地、東側は山林、北側は道路、西側は山林であり、周囲に与える影

響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書及び誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約書が添付され

ております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いい

たします。以上で私の報告を終わります。 

 

５番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、意見聴取決定並びに許可について賛成の農業

委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見聴取決定並びに許可が決定いたしました。 

 

整理番号３番について担当推進委員の報告を求めます。 

７番推進委員。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可についてのうち整理番号３番について、去る１０月２５日
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

９ 番 

推 進 委 員 

に１１番農業委員と１番推進委員と私７番推進委員で申請人・ＫＳさん

立会いのもと、共同調査を行いましたので７番推進委員が報告をいたし

ます。 

申請人・ＫＳさんは伊佐市菱刈前目に居住し、農業をされており、年

齢は５８歳です。自治会は新川自治会です。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字新川４０１１番１３８、外１筆で、地目

は田、地積は合計１，１６９㎡であります。農地区分は第２種農地とな

っており、転用目的は植林であります。 

申請地の所在地は、徳辺～吉松線 県道４４８号線沿いの新川地区集

落センターの東、約１，０００ｍに位置しており、南側・山林、東側・

山林、北側・山林、西側・山林で、周囲に与える影響はないと思われま

す。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、被害防除計画書及び誓

約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約書、転用許可後の造林した

場合の見積書が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いい

たしまして、報告を終わります。 

 

７番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、意見聴取決定並びに許可について賛成の農業

委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、意見聴取決定並びに許可が決定いたしました。 

 

整理番号４番について担当推進委員の報告を求めます。 

９番推進委員。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可についてのうち整理番号４番について、去る１０月１３日
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

に７番農業委員と４番推進委員と私９番推進委員で共同調査を行いまし

たので９番推進委員が報告をいたします。 

申請人・ＭＳさんは、伊佐市大口平出水に居住され、自営業、年齢は

６８歳、自治会は向江であります。 

申請地は、伊佐市大口平出水字山口３７３番１、地目は畑、地積は８.

３２㎡です。転用目的は通路であります。 

申請地の所在地は、平出水小学校から南へ７００ｍに位置しており、

南側・道路、東側・田、北側・宅地、西側は道路であり、周囲に与える

影響はないと思われます。現況は平成５年より通路として利用されてお

ります。 

添付書類として、全部事項証明書、字図、被害防除計画書、被害防除

に関する誓約書、汚排水処理確約書、始末書が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いし

ます。終わります。 

 

９番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、意見聴取決定並びに許可について賛成の農業

委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、意見聴取決定並びに許可が決定いたしました。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可について、申請件数４件については、意見聴取決定並びに

許可４件が決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可について。 
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６ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

８ 番 

推 進 委 員 

整理番号１番については、取り下げ申請が有りました。 

整理番号２番について、担当推進委員の報告を求めます。 

６番推進委員。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可についてのうち、整理番号２番につきまして、１０月２５

日、申請人の娘さん、行政書士のＫさん立会いのもと、４番農業委員、

１５番推進委員、６番推進委員で共同調査を行いましたので、６番推進

委員が報告いたします。 

受人のＳＴさんは、伊佐市大口青木に居住され、自治会は下青木です。

渡人のＮＳさんは神奈川県相模原市緑区下九沢に居住されております。 

申請地は伊佐市大口青木字星ケ峯ノ下２９８９番４１、畑、９.６８

㎡を通路として使われています。この件は昭和５４年家を建築される際、

Ｎさんより購入されましたが、変更されず現在に至ったとのことで、始

末書、被害防除計画書も提出されております。宅地と農地とはブロック

で区画割りされています。周囲の畑に迷惑のないように気をつけるとの

ことで、３人で協議した結果、やむを得ないと判断しました。ご審議方

をよろしくお願いいたします。報告を終わります。 

 

６番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、意見聴取決定並びに許可することに賛成の農

業委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、意見聴取並びに許可が決定しました。 

 

整理番号３番について、担当推進委員の報告を求めます。 

８番推進委員。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可についてのうち整理番号３番について、去る１０月２５日
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

９時頃より、申請人・Ｉ氏、行政書士・Ｔさん、１３番農業委員、１３

番推進委員、私８番推進委員、５人で現地調査を行いましたので、８番

推進委員が報告いたします。 

まずは、総会資料の訂正をお願いいたします。転用目的の権利設定の

ところですが、所有権移転贈与になっておりますが、所有権移転売買に

変更お願いします。 

受人は、伊佐市大口里にお住まいのＩＦさん、自治会は元町実業であ

ります。渡人は東京都新宿区大久保にお住まいのＳＫさん、市外住民で

す。本申請は所有権移転売買で、農地区分は２種農地となっております。

転用目的は牛の運動場です。 

申請地は伊佐市大口原田字先陣２３１１番１、地目は畑、地積は４１

４㎡であり、所在地はＪＡルミエールより南へ５００ｍくらいに位置し

ており、南側は田、東側は牛舎、西側は竹林で、周囲に与える影響はな

いと思われます。 

Ｉさんは当初、街の中で生産牛を営んでいらっしゃいました。また申

請地はこれまで利用権設定にて現在にいたります。 

添付書類として、始末書外、法定書類などが添付してあります。調査

の結果、当申請については３名の調査員の意見において適切であると判

断しましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして

報告を終わります。 

 

８番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、意見聴取決定並びに許可することに賛成の農

業委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、意見聴取並びに許可が決定いたしました。 

 

整理番号４番について、担当推進委員の報告を求めます。 

１０番推進委員。 
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１ ０ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可についてのうち整理番号４番につきまして、去る２４日に

１４番推進委員と私１０番推進委員で共同調査をいたしましたので報告

をいたします。 

この件につきましては、先程事務局から議案第３号「農地転用事業計

画変更」のうちの整理番号２番について説明があった案件でございまし

て、先般の総会で許可を頂いたものに１筆漏れがあったという事で、追

加される分でございます。 

申請人は鹿児島市西別府町の株式会社 Ｍであります。渡人は伊佐市

菱刈川北にお住まいのＨＫさん、６９歳であります。 

申請地は伊佐市菱刈川南字小廣田１４９１番１、地目は畑、面積は１

０㎡で、転用目的は太陽光発電施設です。 

調査内容ですが、申請地は菱刈の山下集落と湧水町との境目に位置し

ておりまして、現況は原野化・遊休地化している状態であります。周囲

の状況ですが、申請地の東側は川内川の川沿いの土手、西側は原野、南

は道路、北は川内川でありまして、協議の結果この申請地は、許可相当

と判断いたしましたので、皆様方のご審議方をよろしくお願いしたいと

思います。 

添付書類として、全部事項証明書、字図、事業計画書、被害防除に関

する書類、委任状、全て添付されております。 

よろしくお願いします。以上です。 

 

１０番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、意見聴取決定並びに許可することに賛成の農

業委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、意見聴取並びに許可が決定いたしました。 

 

整理番号５番について、担当推進委員の報告を求めます。 

１番推進委員。 
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１ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可についてのうち整理番号５番について、去る１０月２５日

に譲渡人・ＴＮさんの立会いのもと、１１番農業委員、７番推進委員、

私１番推進委員の４人で共同調査を行いましたので、１番推進委員が報

告をいたします。 

譲受人・ＹＨさんは伊佐市大口堂崎に居住され、譲渡人とは義父関係

であり、当申請が許可になった場合は娘家族がここに居住する予定であ

ります。譲渡人・ＴＮさんは、伊佐市菱刈市山に居住され、自治会は下

市山で、年齢は８０歳です。本申請は贈与による所有権移転で、農地区

分は第２種農地となっており、転用目的は一般住宅であります。 

申請地は伊佐市菱刈重留字薬師原１４４６番３であり、地目は畑、地

積は４９９㎡で、所在地は田中小学校から西へ約２００ｍに位置し、資

料の３６ページにありますように、東側は畑、南側は譲渡人の畑、西側

は宅地、北側は道路を挟んで宅地になっている事から、周囲に与える影

響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書が添付されており

ます。なお、法定添付書類には、全部事項証明書、字図、配置図、資金

証明書等が示してあります。 

以上のようなことから、当申請は３名の意見において適切であると判

断しましたが、皆様方のご審議をよろしくお願いいたしまして報告を終

わります。 

 

１番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番について、意見聴取決定並びに許可することに賛成の農

業委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、意見聴取並びに許可が決定いたしました。 

 



 20 

議 長 

 

 

１ ３ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

整理番号６番について、担当推進委員の報告を求めます。 

１３番推進委員。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可についてのうち整理番号６番につきまして、去る１０月２

５日に申請人の代理人・行政書士のＴＲさん立会いのもと、１３番農業

委員、８番推進委員、私１３番推進委員の３人で共同調査を行いました

ので、私１３番推進委員が報告をいたします。 

譲受人・ＦＴさんは伊佐市大口元町にお住まいで、自治会は中元町で

す。譲渡人のＯＴさんは霧島市隼人町姫城にお住まいです。 

申請地は所有権移転売買で、農地区分は１種農地となっており、転用

目的は駐車場です。 

申請地は伊佐市大口大田字鐘附２２３９番５、地目は畑、地積は２８

２㎡です。申請地北側の住宅を購入したいということで、従業員を家に

招いたり、会議等を開きたいけど駐車場が無い為、申請地を駐車場にし

たいとの事でした。 

申請地の所在地は、ダイナムパチンコより東側に約８００ｍに位置し

ており、南側・東側は田、北側は購入したい宅地、西側は道路を挟んで

田であり、周囲に与える影響はないと思われます。 

添付資料として、申請書、土地の全部事項証明書、地籍図、事業計画

書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、預金通帳の写し、行政

書士・Ｔさんへの委任状等などが添付されています。 

調査の結果、当申請については３人の調査員の意見において適切であ

ると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いします。

以上で報告を終わります。 

 

１３番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問

はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号６番について、意見聴取決定並びに許可することに賛成の農

業委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

４ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

よって整理番号６番は、意見聴取並びに許可が決定いたしました。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る意見聴取決

定並びに許可について、申請６件について、取り下げ１件、許可５件が

決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

議案第６号 非農地証明願について、提案いたします。 

整理番号１番について、担当推進委員の報告を求めます。 

４番推進委員。 

 

議案第６号 非農地証明願について、整理番号１番につきまして、去

る１０月２５日、申請人・ＮＫさん立会いのもと、７番農業委員、９番

推進委員、私４番推進委員が３人で共同調査をしましたので、４番推進

委員が報告いたします。 

申請人は伊佐市大口平出水にお住まいのＮＫさん、８９歳です。自治

会は平出水向江。 

土地の所在地は伊佐市大口平出水字春田２３７番４、地目は畑、５１

２㎡です。 

周囲の状況は、周りは全てＮさん所有の畑、一部は山林になっており

ます。 

非農地となった時期及び理由につきましては、平成５年９月２０日

頃、周りの畑の山林化が進み、畑としての耕作を断念、宅地の近くでも

あった為、倉庫を建設したとの事であります。農地法の許可を得ずに農

業用倉庫を建ててしまいました。 

申請地の位置としまして、平出水小学校より鳥神岡へ向かって５００

ｍ位の位置にあり、北側は畑、東側は山林、西側は畑、南側は市道とな

っており、現地は倉庫建設をしてあり農地への復旧は困難であると３人

の調査員で判断をいたしました。 

添付書類として、全部事項証明書、位置図、字図等が添付してありま

す。委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、私の報告

を終わります。 

 

４番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

９ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、非農地として証明することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号２番について、担当推進委員の報告を求めます。 

９番推進委員。 

 

議案第６号 非農地証明願について、整理番号２番について、７番農

業委員、４番推進委員、私９番推進委員で共同調査をいたしましたので

９番推進委員が報告いたします。 

申請地は伊佐市大口平出水字新柳北４９１番１、外１筆、面積が１９

４㎡。 

調査内容ですが周囲の状況は、東側が田、西側が道路、南側・北側が

田となっておりまして、平成５年時に市道拡張により、農地のかさあげ

等があった関係で一緒に拡張をした。現在は宅地になっております。 

現地調査の結果、宅地となっておりますので農地への復旧は困難であ

ると判断しました。３人の意見で非農地が適切であると判断いたしまし

たので報告をさせていただきます。よろしくお願いします。以上です。 

 

９番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、非農地として証明することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、非農地証明が決定いたしました。 
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議 長 

 

 

４ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

整理番号３番について、担当推進委員の報告を求めます。 

４番推進委員。 

 

議案第６号 非農地証明願について、整理番号３番について、去る１

０月２５日、申請人・Ｍさんの立会いのもと、７番農業委員、９番推進

委員、４番推進委員の３人で共同調査をいたしましたので４番推進委員

が報告いたします。 

申請人は伊佐市大口平出水にお住まいのＭＳさん、年齢は６５歳です。

自治会は平出水向江。 

申請地の所在地は伊佐市大口平出水字宮ノ谷１４７番１、地目は田、

面積は２８１㎡であります。周囲の状況は全て宅地となっております。 

非農地となった時期及び理由といたしまして、昭和５９年頃、近所の

方が宅地にされ、通路・水利等がなくなり畑地としては耕作を断念し、

現在はＭさんのところの住宅を建ててあります。 

申請地の位置としまして、鳥神岡より５００ｍ位先にあり、南側に市

道があり、後は住宅の裏山となっております。全体が宅地になっており、

農地への復旧は困難であると３人の調査員で判断いたしました。 

添付資料といたしまして、全部事項証明書、位置図、字図等が添付さ

れております。委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしまして、

私の報告を終わります。 

 

４番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、非農地として証明することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号４番について、担当推進委員の報告を求めます。 

９番推進委員。 
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９ 番 

推 進 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第６号 非農地証明願について、整理番号４番について、７番農

業委員、４番推進委員、私９番推進委員の３人で共同調査をいたしまし

たので９番推進委員が報告いたします。 

申請人・ＦＳさんは、伊佐市大口渕辺にお住まいです。 

申請地は伊佐市大口渕辺字池ノ下３１２番、７１８㎡です。平成７年

頃に、倉庫及び通路として整備をしてあります。申請地の周囲ですが、

東側は道路、西側は宅地、南側は宅地、北側は宅地となっております。 

倉庫・通路になって、かなりの期間が経っておりまして農地への復旧

は困難であると３人で協議をいたしまして、非農地が適切であると判断

いたしました。 

以上のような事で、審議の方よろしくお願いいたします。報告を終わ

ります。 

 

９番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、非農地として証明することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

整理番号５番について、担当推進委員の報告を求めます。 

４番推進委員。 

 

議案第６号 非農地証明願について、整理番号５番につきまして、去

る１０月２５日、申請人・Ｉさん立会いのもと、７番農業委員、９番推

進委員、私４番推進委員の３人で共同調査をいたしましたので４番推進

委員が報告いたします。 

申請人は伊佐市大口平出水にお住まいのＩＭさん、６６歳、自治会は

平出水上です。 

土地の所在地は伊佐市大口平出水字谷口２０１５番２６、地目は畑、
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

面積は１４７㎡であります。周囲の状況は、周りは全てＩさん所有の宅

地・畑となっております。 

非農地となった時期及び理由といたしまして、昭和５６年頃、車庫の

整備の為に当時畑が入口にあったため車庫の建設をしたものでありま

す。周囲は畑地の他は山林化し、畑地としての耕作を断念し車庫建設を

したとの事でした。 

申請地の位置としまして、自宅より３０ｍ位のところに入口がありま

して、そこに車庫を建設してあります。既に車庫の建設をしてあり、農

地への復旧は困難であると判断いたしました。 

添付書類として、全部事項証明書、位置図、字図等が添付されており

ます。委員の皆様方のご審議をよろしくお願いいたしまして、私の報告

を終わります。 

 

４番推進委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番について、非農地として証明することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

議案第６号 非農地証明願は、５件の申請のうち、５件の許可が決定い

たしました。 

 

その他。事務局お願いします。 

 

月例報告です。 

総会資料の 44ページをお開きください。１０月の月例報告をします。 

去る５日、１０月の定例常設審議委員会が鹿児島市の方でありまし

た。去る２５日現地調査が一斉にありました。２８日が第８回農業委員

会の総会です。 

１１月の行事予定ですが、７日に１１月の定例常設審議委員会が鹿児
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

 

伊佐市農業委員会 

会     長     会   長      

伊佐市農業委員     １番委員                         

伊佐市農業委員     ２番委員      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島市の方であります。２５日が現地調査です。２９日が第９回の農業委

員会の総会となっております。 

月例報告は以上です。 

 

これで、平成２８年度 第８回農業委員会総会を終わります。 

 

姿勢を正してください。  

一同礼。 

おつかれ様でした。 

 

【終了時間  午前１０時５１分】 

 

 

  


